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「鉄道利用高度化実証事業」実施業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

この事業は、県内ローカル線の認知度向上及び沿線住民のマイレール意識の

醸成を図るため、令和６年度・７年度に「ふくしま鉄道博」で提案された鉄道

の利活用アイデアを参考に、実現可能性の高い企画を実証事業として実施する

ことで、企画の定例化を図り、沿線自治体や沿線自治体等で構成される鉄道活

性化対策協議会が、自らツアーイベントを企画することにつなげるとともに、

実証事業の実績、成果を鉄道事業者に対して示すことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）対象業務 

「鉄道利用高度化実証事業」実施業務 

（２）業務内容 

別紙「「鉄道利用高度化実証事業」実施業務委託仕様書」のとおり 

（３）業務委託期間 

業務委託契約締結の日から令和９年３月３１日（水）までの期間 

（４）委託費の上限 

３，３００，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

 

３ プロポーザルに係る事項 

（１）プロポーザル参加の要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げている条件を全て満たしてい

る者とする。 

ア 本公告に示した業務に技術上類似する業務を過去２年以内に複数件実施

した実績があり、且つ、確実に履行できる者であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する

者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立て

をした者若しくはなされた者（同法第41条第1項に規定する更生手続き開始

の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規

定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第33条

第１項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

エ 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。 

オ 実施要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国

の機関等における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限

中の者でないこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、

次に掲げる者でないこと。 

 (ア) 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人であ
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る場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）。 

 (イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

 (ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どした者。 

 (エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与している者。 

(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ている者。 

キ 県税を滞納している者でないこと。 

ク 消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

ケ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員

の統制下にある団体でないこと。 

（２）実施要領等の入手方法 

実施要領及び企画提案書様式等については、福島県生活環境部生活環境総

務課（以下、「生活環境総務課」という。）のホームページ（※）からダウン

ロードして入手するものとする。 

なお、窓口又は郵送等での配付は行わない。 

  ※ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005a/nyu-satsu.html 

 

４ 質問等の受付 

質問については、以下により受け付けるものとする。受付期限までに１１の

提出先に提出すること。 

（１）受付期限 

令和８年６月１日（月）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

質問書（第１号様式）により、生活交通課宛に電子メール、FAX、郵送又は

持参により提出すること。なお、電話による質問の受付は行わない。 

  ア 電子メール又はFAXによる場合 

    件名は「【質問】「鉄道利用高度化実証事業」実施業務」とし、電子メー

ル、FAXとも電話にて送付した旨連絡すること。 

イ 郵送又は持参による場合 

以下の通りとし、郵送又は持参する旨を電話にて連絡すること。 

○持参による提出の受付時間 

８時４５分～１７時００分：月曜日から金曜日（祝日を除く。） 

   ○郵送の場合は封筒に「質問書在中」と朱書きの上簡易書留などの配達記

録が残る方法で、提出期限までに到達するように送付すること。 

（３）回答 
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質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあ

るものを除き、生活環境総務課のホームページ（※）に随時公表するものと

する。（個別の回答は行わない。） 

※ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005a/nyu-satsu.html 

 

５ 公募型プロポーザル参加申込書の提出及び参加資格審査 

公募型プロポーザルに参加する意思のある者は、「「鉄道利用高度化実証事業」

実施業務公募型プロポーザル参加申込書」（第２号様式）を提出期限までに１

１の提出先に提出すること。なお、この提出がない者の企画提案は受け付けな

い。 

（１）提出期限 

令和８年６月８日（月）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

参加申込書（第２号様式）を生活交通課宛に電子メール、FAX、郵送又は持

参により添付書類（第３号様式）を添えて提出すること。 

  ア 電子メール又はFAXによる場合 

    件名は「「鉄道利用高度化実証事業」実施業務公募型プロポーザル参加

申込書参加申込書」とし、電子メール、FAXとも電話にて送付した旨連絡

すること。 

イ 郵送又は持参による場合 

以下の通りとし、郵送又は持参する旨を電話にて連絡すること。 

○持参による提出の受付時間 

８時４５分～１７時００分：月曜日から金曜日（祝日を除く。） 

   ○郵送の場合は封筒に「参加申込書在中」と朱書きの上簡易書留などの配

達記録が残る方法で、提出期限までに到達するように送付すること。 

（３）参加資格審査 

   参加申込書の内容及び参加資格要件の適否を確認し、その結果を令和８年

６月１２日（金）までに通知する。 

※参加資格確認通知書（第５号様式） 

 

６ 企画提案書等の提出 

公募型プロポーザルに参加する意思のある者は、５による手続きを行った上

で、企画提案書等を提出期限までに１１の提出先に提出すること。 

（１）提出期限 

令和８年６月１８日（木）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

 郵送又は持参とする。 

○持参による提出の受付時間 

８時４５分～１７時００分：月曜日から金曜日（祝日を除く。） 

○郵送の場合は封筒に「企画提案書在中」と朱書きの上簡易書留などの配

達記録が残る方法で、提出期限までに到達するように送付すること。 

（３）企画提案書等 
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ア 企画提案書及び工程表（様式任意。但し、日本産業規格Ａ４版とする。） 

イ 業務経費積算書（様式任意。但し、日本産業規格Ａ４版とする。） 

ウ その他企画提案を説明するのに必要な書類 

エ 直近２年分の決算書又は業務報告書（収支状況がわかるもの） 

オ 業務実施体制書（第４号様式） 

カ 定款又は寄付行為の写し（法人格を有しない場合は、団体規約の写し等

運営規約に相当するもの。） 

キ 法人登記簿の写し（申請受付日の３ヶ月以内のもの） 

※法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及

び住所を記載した書類。 

（４）提出部数  

上記（３）ア～オ：各７部（正本１部、副本６部） 

上記（３）カ～キ：各１部（正本１部） 

 

７ 企画提案書の内容 

企画提案書には別紙「「鉄道利用高度化実証事業」実施業務委託仕様書（案）」

（以下、「仕様書」という。）に基づき、次の事項に注意して作成すること。 

（１）本業務仕様書中、業務委託内容に記載している各業務が、円滑に着実に遂

行できる具体的な提案を行うこと。 

（２）仕様書に記載されている各業務の実施方法や検討における考え方について

具体的に提案すること。 

 

８ 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（１）失格 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となる。 

ア 提出期限を過ぎて参加申込書等の書類が提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の内容の記載がされていた場合 

ウ 提出書類に不備があった場合 

エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 参加申込書の提出期限から当該業務の契約締結日までの期間内に、提案

者（役員）が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合 

カ 本募集要領に違反すると認められる場合 

キ その他、福島県が予め指示した事項に違反した場合 

ク プロポーザル審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を

直接的又は間接的に求めた者が提出した企画提案書 

（２）複数企画提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。 

（３）辞退 

提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出する

こと。 

（４）費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とする。 
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（５）その他 

ア 参加者は、参加申込書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾し

たものとみなす。 

イ 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で

追加資料の提出を求めることがある。 

ウ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

エ 提出された企画提案書等は、福島県情報公開条例（平成12年条例第5号）

に基づく情報公開請求の対象となる。 

 

９ プロポーザルの審査に関する事項 

（１）審査方法 

公募型プロポーザルによる各社からの提案を受け、福島県はこれを総合的

に評価し、委託候補者（単独随意契約候補者）を選定する。（審査基準は下記

参照） 

なお、本プロポーザルの審査は、別途設置する「「鉄道利用高度化実証事業

」実施業務に係る公募型プロポーザル審査会」（以下、「審査会」という。）が

行う。 

（２）委託候補者の決定 

   審査会では、先に提出した企画提案書等に基づき、企画提案参加者による

プレゼンテーションを行い、最も優れた提案者及び次点者を決定する。 

県は、審査会での審査結果を基に、委託候補者及び次点者を決定する。 

   なお、審査の結果、得点が満点のうち６割に満たない場合は、委託候補者

及び次点者を決定しない。 

（３）審査会（プレゼンテーション審査） 

ア 開催日時及び会場 

  審査会を開催する日時及び場所については、別途企画提案参加者に通知

する。 

イ 所要時間 

  一者につき２０分以内の説明と１０分以内の質疑とする。 

ウ 審査基準及び配点 

審査項目 評価の視点 評価得点 加点率 

業務遂行能力等 

 業務体制 
・適切にスタッフが配置されるなど、十分な

運営体制となっているか。 
1･2･3･4･5 ×１ 

 スケジュール 
・業務を円滑に実施できる計画であるか。 

・進行管理体制は適切か。 
1･2･3･4･5 ×１ 

 
業務実績 

・本業務と類似の業務（過去２年以内に複数

件）の受注実績があるか。 
3･4･5 ×１ 

企画提案内容 

 

実施方針 

(業務理解) 

・本事業の目的や業務内容を理解しているか。 

・提案に鉄道利活用アイデアのエッセンス、

趣旨が盛り込まれているか。 

1･2･3･4･5 ×２ 
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・対象路線の特性や沿線地域の資源を活かし

た積極的な提案となっているか。 

 企画提案 

(企画力) 

・住民等が参加したいと思わせる十分な訴求

力があるか。 
1･2･3･4･5 ×２ 

 ・県内外からの集客を図るための具体的な手

法が提案されているか。 
1･2･3･4･5 ×２ 

 企画提案 

(効果性) 

・自治体等が参考とするため、企画の定例化

に向けた改善策の手法が具体的に提案され

ているか。 

1･2･3･4･5 ×２ 

 ・実績、成果報告書は、実績の集約にとどま

らず、当該取組の効果や意義が的確に伝わ

るよう整理された内容となっているか。 

1･2･3･4･5 ×２ 

 企画提案 

(実現性) 

・具体的で、実現性の高い提案となっている

か。 
1･2･3･4･5 ×３ 

 企画提案 

(独創性) 

・仕様書に記載されていない活用可能な提案

や、独創的な工夫があるか。 
1･2･3･4･5 ×２ 

 業務経費 ・業務経費は適正であるか。 1･2･3･4･5 ×２ 

合計１００点満点 

エ 評価方法 

審査項目毎に評価点を付す。 

オ 評価点 

点数 評価 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通 

２ やや劣る 

１ 劣る 

カ 評価点の算出式 

審査委員の合計点数（審査項目毎の点数（評点×傾斜）の合計） 

（３）通知等 

ア 審査の結果は、プロポーザル参加者全員に通知する。 

イ 選定されなかった者は、その通知が到達した日から起算して１０日（土

曜日及び日曜日を除く）以内に、書面により選定されなかった理由につい

ての説明を求めることができる。 

また、その回答は、書面が到達した日から起算して１０日（土曜日及び

日曜日を除く）以内に行う。なお、説明請求に対する回答の内容は「請求

者及び最優秀者の企業名と審査時の総得点」を公表するものとする。 

（４）契約の締結等 

ア 仕様書の協議等 

選定した委託候補者と県が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で

契約を締結する。 

仕様書の内容は委託候補者が提案した内容を基本とするが、提案内容の
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とおりに反映されない場合もある。 

イ 契約金額の決定 

契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積

書を徴取し決定する。 

ウ 契約保証金 

委託候補者は、契約保証金として契約額の１００分の５以上の額を、

契約締結前に納付しなければならない。 

ただし、福島県財務規則（昭和39年福島県規則第17号）第229条第1項

各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部または一部の納

付を免除する。 

エ その他 

○ 委託候補者と県との間で行う協議が整わない場合、又は委託候補者が

契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募

者と協議する。 

○ 本契約案件は、県が調達した電子契約サービスを利用した契約締結を

行うことができる。 契約者は、電子契約による契約締結を希望する場合

は、すみやかに「電子契約利用申請書兼メールアドレス確認書」に必要

事項を記載のうえ、生活交通課宛てに電子メールにより提出すること。

（※電子契約を希望しない場合は従来の書面による契約とする。）  

なお、電子契約の詳細については、福島県ホームペ－ジの電子契約サ

ービスのページを参照すること。  

（電子契約サービスのページ／  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-160.html） 

 

１０ スケジュール 

項目 日程 

質問書の提出期限 令和８年６月 １日（月）１７時まで 

プロポーザル参加申込書提出期限 令和８年６月 ８日（月）１７時まで 

企画提案書提出期限 令和８年６月１８日（木）１７時まで 

審査 令和８年６月２５日（木）以降 

審査結果の通知 令和８年６月２６日（金）以降 

契約締結 令和８年６月２９日（月）以降 

 

１１ 問合せ先及び各種書類の提出先 

  〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６ 

  福島県生活環境部生活交通課 （担当：齋藤） 

電  話：０２４－５２１－８４９５ 

Ｆ Ａ Ｘ：０２４－５２１－７８８７ 

Ｅメール：koutsuu@pref.fukushima.lg.jp 


